
 

 

素案からの修正箇所にアンダーラインを引いています。 

 

 

岡山県配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する基本計画 

 

 

 

令和８(2026)年３月改定 

 

岡山県 

 

 
  



―――――――――――――  目  次  ――――――――――――― 
 
 
第１章 計画の基本的な考え方    

 

１ 計画の趣旨  ------------------------------------------------------------- １ 

 

２ 計画の位置付け  --------------------------------------------------------- ２ 

 

３ 計画の期間  ------------------------------------------------------------- ２ 

 

  

第２章 配偶者からの暴力の現状    --------------------------------------------- ３ 

 

 

第３章 計画の内容     
 
１ 計画の内容   --------------------------------------------------------------- ９ 

 

① 性別に基づくあらゆる暴力の発生を防ぐ環境づくりの推進------------------------- ９ 

 

② 被害者への相談・支援・救済体制の充実----------------------------------------- ９ 

 

③ 被害者の自立支援のための取組-------------------------------------------------１０ 

 

④ 加害者の更生のための取組-----------------------------------------------------１１ 

 

⑤ 子ども・若者への予防啓発、デートＤＶ対策の推進-------------------------------１１ 

 

⑥ 関連施策の推進体制の強化と民間団体等との協働---------------------------------１１ 

 

２ 数値目標   -----------------------------------------------------------------１２ 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)フローチャート  １３ 



1 

 

第１章 計画の基本的な考え方    

１ 計画の趣旨  

配偶者等からの暴力(ＤＶ)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントな

ど、すべての暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、被害者の心身を深く傷つ

け、その後の人生にも深刻な影響を及ぼすものです。当事者の性別や間柄を問わず、決して許さ

れるものではありません。 

性別に基づくあらゆる暴力の根絶は、男女共同参画社会を実現していく上で不可欠であり、社

会全体で取り組み、克服すべき重大な課題にほかなりません。そのためには、暴力の発生を防ぎ、

暴力を容認しない社会風土の醸成に努めるとともに、被害者のニーズに応じた支援体制の充実が

求められています。 

配偶者等からの暴力(ＤＶ)については、相談件数が近年3,000件を超えて推移しており、県民

意識調査でも、配偶者のいる又はいた女性の約４割、男性の２割台半ばが配偶者等から暴力を受

けたことがあるとの結果が出ています。特に女性に対する暴力の背景には、社会における男女が

置かれた状況の違いや根深い偏見等が存在しており、その根絶に向けては、社会経済における男

女間の格差是正や、男女の人権尊重の徹底等の意識改革に取り組む必要があります。 

配偶者等からの暴力(ＤＶ)は、子どもの目の前で配偶者等へ暴力を振るう、いわゆる「面前Ｄ

Ｖ」をはじめ児童虐待との関連が指摘されるなど、複雑化・多様化しており、引き続き、市町村、

児童相談所など関係機関と連携し、かつ、ボランティア・ＮＰＯと協働し、広報・啓発や、被害

者の保護と自立支援に取り組む必要があります。 

若い世代においては、交際相手からの暴力(デートＤＶ・ストーカー)についても、予防啓発、

教育・学習の推進や相談窓口の周知が重要です。 

こうした状況に対応するため、県では、市町村や民間団体等と緊密な連携を図りながら、ＤＶ

の防止と被害者の保護及び自立支援等に取り組むとともに、ＤＶのない社会づくりを目指し、Ｄ

Ｖ対策を総合的かつ効果的に推進するため、取り組むべき施策を取りまとめた計画として、第６

次おかやまウィズプラン及び岡山県困難な問題を抱える女性支援計画との整合性を図り、「岡山

県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」（以下「県基本計画」という。）

を策定するものです。 

＜配偶者等からの暴力(ＤＶ)＞ 

「配偶者や交際相手など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」のことで、「ドメスティック・バイオレンス

（Domestic Violence）」ともいわれ、しばしば「ＤＶ」と略されて使われています。ＤＶには、殴る、蹴るといった身体的暴力だけ

ではなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力なども含みます。 

 

＜配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）に規定する暴力＞ 

・配偶者からの暴力（第１条第１項、第３項） 
「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（精神的暴力

や性的暴力など）をいいます。「配偶者」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みますが、恋人や交際相手は含みま

せん。ただし、 配偶者からの暴力を受けた後に離婚し、元配偶者から引き続き受ける暴力については、「配偶者からの暴力」

に含みます。 
 ・生活の本拠を共にする交際相手からの暴力（第２８条の２） 

「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」とは、「元生活の本拠を共にする交際相手（生活の本拠を共にする交際関係

を解消する前に暴力を受け、解消後も引き続き暴力を受ける場合）からの暴力」を含み、「配偶者からの暴力」に準じて、Ｄ

Ｖ防止法の適用対象とされます。 
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２ 計画の位置付け 

 この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成１３年法律

第３１号）（以下「ＤＶ防止法」という。）第２条の３第１項の規定に基づく、県基本計画です。 

 

３ 計画の期間 

 この計画の期間は、令和８(2026)年度を初年度とし、令和12(2030)年度を目標年度とする５年

間とします。 

 

（参考）今回見直しまでの経緯 

年  月 内  容 

平成13(2001)年６月 
「岡山県男女共同参画の促進に関する条例」を制定 
（家庭内等における配偶者等に対する身体的な苦痛又は著しい精神
的な苦痛を与える暴力的な行為を禁止（第22条第1号）） 

平成14(2002)年４月 
女性相談所と男女共同参画推進センター（以下「ウィズセンター」と
いう。）に配偶者暴力相談支援センター（以下「支援センター」とい
う。）を設置 

平成17(2005)年３月 県基本計画の策定 

平成20(2008)年７月 
県基本計画の改定 
（市町村による基本計画の策定と支援センターの設置の促進など） 

平成26(2014)年９月 
県基本計画の改定 
（生活の本拠を供にする交際相手からの暴力を適用対象とすること
など） 

令和３(2021)年３月 
県基本計画の改定 
（ＤＶ対応と児童虐待対応の連携強化など） 

令和８(2026)年３月 
県基本計画の改定 
（法定協議会設置の記載、数値目標の設定など） 
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第２章 配偶者からの暴力の現状   

  

県が実施した「男女共同参画社会に関する県民意識調査」（令和６（2024）年）では、これま

でに結婚（事実婚を含む）したことのある人のうち、３割超の人が配偶者から暴力（ＤＶ）を受

けた経験があり、これまで交際相手がいた人のうち、１割超の人が交際相手から暴力を受けた経

験があります。また、４割超の人が、配偶者や交際相手から暴力を受けたことを「誰（どこ）に

も相談しなかった」となっています。 

 

＜配偶者から受けたことのある暴力＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和６年 岡山県男女共同参画社会に関する県民意識調査） 
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＜配偶者から受けたことのある暴力（性別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和６年 岡山県男女共同参画社会に関する県民意識調査） 
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＜交際相手から暴力を受けた経験（性別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和６年 岡山県男女共同参画社会に関する県民意識調査） 

 

＜交際相手から受けたことのある暴力＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和６年 岡山県男女共同参画社会に関する県民意識調査） 
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＜配偶者や交際相手からの暴力についての相談先＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和６年 岡山県男女共同参画社会に関する県民意識調査） 
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配偶者暴力相談支援センター相談件数 保護命令
内閣府ＨＰから作成

（相談件数） （保護命令件数）

 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）の相談件数が高い水準で推移しており、暴力防止・被害者保護対

策などの一層の充実が求められています。 

若い世代においては、交際相手などからの暴力（デートＤＶ・ストーカー）について、啓発や

被害者保護対策を進める必要があります。 

 

＜ＤＶ相談件数＞ 

配偶者等暴力相談支援センター等におけるＤＶ相談件数と裁判所の保護命令件数（県） 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県調べ 

※ 男女共同参画推進センターについて、令和６(2024)年度から配偶者暴力相談支援センターの機能が女性相談支

援センターへ集約されたため、相談件数に含まれていない。 

 

配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数と裁判所の保護命令件数（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 保護命令件数は暦年のもの 
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＜一時保護件数＞ 

女性相談支援センター（旧：女性相談所）のＤＶ一時保護件数（岡山県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県調べ 

                                    

女性相談支援センター（旧：婦人相談所）における一時保護件数（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 配偶者からの暴力の被害者以外に、帰住先がない女性や人身取引被害者等の一時保護を含む。 

内閣府ＨＰ（厚生労働省提供資料）から作成 
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第３章 計画の内容   

１ 計画の内容 

 ①  性別に基づくあらゆる暴力の発生を防ぐ環境づくりの推進         

 

【推進する施策】 

 

○ 性別に基づくあらゆる暴力を許さない社会環境づくりに向けての啓発 

〔県民生活部 ウィズセンター、子ども・福祉部 地域福祉課・子ども家庭課〕 

○ ＤＶに関する相談窓口の周知 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ 高齢者及び障害のある人への虐待防止の推進 

〔保健医療部 健康推進課、子ども・福祉部 指導監査課・障害福祉課・長寿社会課〕 

○ 県立学校における人権学習（性別に基づくあらゆる暴力の防止）の推進 

〔教育庁 人権教育・生徒指導課〕 

 

 

 ②  被害者への相談・支援・救済体制の充実         

 

【推進する施策】 

 

○ 相談支援体制の整備など市町村が行うＤＶ対策との連携や支援 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ ＤＶ相談とＤＶ被害者を支援する体制（配偶者暴力相談支援センター）の充実 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

○ 医療関係者等のＤＶについての理解の促進 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ ＤＶに関する相談窓口の周知 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕［再掲］ 

○ ワンストップ支援センターの機能強化など性犯罪・性暴力被害の申告や相談をしやすい環境づ 

くり 

〔県民生活部 くらし安全安心課、子ども・福祉部 女性相談支援センター、 

警察本部 県民広報課・捜査第一課〕 

○ 男女共同参画に関する総合相談の実施 

〔県民生活部 ウィズセンター〕 

○ 女性の人権についての相談機関の連携 

〔県民生活部 ウィズセンター〕 

○ 男性相談員による男性電話相談の実施 

〔県民生活部 ウィズセンター〕 

○ 在住外国人に対する相談体制の充実 

〔県民生活部 国際課、子ども・福祉部 女性相談支援センター〕 

○ 関係機関の連携強化など切れ目のない手厚い性犯罪・性暴力被害者支援の推進 

〔県民生活部 くらし安全安心課、子ども・福祉部 女性相談支援センター〕 
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○ 望まない妊娠への対応など、妊娠・出産に関する専門的な相談を受ける「おかやま妊娠・出産 

サポートセンター」の更なる周知 

〔保健医療部 健康推進課〕 

○ 迅速で安全な保護体制の充実 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

○ 障害のある人へのＤＶについての情報提供 

〔子ども・福祉部 障害福祉課〕 

○ 高齢者及び障害のある人への虐待防止の推進 

〔保健医療部 健康推進課、子ども・福祉部 指導監査課・障害福祉課・長寿社会課〕［再掲］ 

○ 児童生徒・教職員等への各種相談窓口の紹介 

〔教育庁 人権教育・生徒指導課〕 

○ ＤＶ被害者及びストーカー被害防止のための相談体制の強化及び支援の推進 

〔警察本部 県民広報課・人身安全対策課・捜査第一課〕 

○ 市町村要保護児童対策地域協議会等との連携による子どもに対する支援の充実 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・子ども家庭課・女性相談支援センター〕 

○ 男性等の一時保護等の検討 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ 民生委員・児童委員等のＤＶについての理解促進 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・子ども家庭課〕 

○ ＤＶ被害者からの苦情の適切かつ迅速な処理 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

 

 

 ③  被害者の自立支援のための取組         

 

【推進する施策】 

 

○ 民間団体と連携した自立支援体制の強化 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

○ ＤＶ被害者の住居の確保に向けた支援や県営住宅の提供 

〔子ども・福祉部 女性相談支援センター、土木部都市局 住宅課〕 

○ 就業や福祉制度等の情報提供 

〔県民生活部 ウィズセンター、子ども・福祉部 女性相談支援センター、 

産業労働部 労働雇用政策課〕 

○ ＤＶ被害者等に係る情報の保護 

〔県民生活部 市町村課、子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ 法律相談の実施や法律扶助制度の情報提供 

〔県民生活部 くらし安全安心課・ウィズセンター、   

子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

○ 心的外傷後ストレス障害を含む心の回復及び生活支援 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 
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 ④  加害者の更生のための取組         

 

【推進する施策】 

 

○ 国や他県の取組状況等の情報収集及び市町村等への情報提供・共有 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ 県内の情勢、更生の意思のある加害者ニーズを踏まえた加害者更生の取組手法の調査研究 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ 「アルコール依存症」等への支援体制の充実 

〔保健医療部 健康推進課〕 

 

 

 ⑤  子ども・若者への予防啓発、デートＤＶ対策の推進         

 

【推進する施策】 

 

○ 若年層を対象としたデートＤＶ防止のための広報・啓発 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ 学校等が開催するデートＤＶ防止のための啓発講座への講師派遣 

〔子ども・福祉部 子ども家庭課〕 

○ 県立学校における人権学習（性別に基づくあらゆる暴力の防止）の推進 

〔教育庁 人権教育・生徒指導課〕［再掲］ 

 

 ⑥  関連施策の推進体制の強化と民間団体等との協働         

 

【推進する施策】 

 

○ ＤＶ相談に関係する機関で構成する法定協議会での意見交換及び課題の検討 

〔県民生活部 ウィズセンター、子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

○ 相談支援体制の整備など市町村が行うＤＶ対策との連携や支援 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕［再掲］ 

○ 民間団体と連携した自立支援体制の強化 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕［再掲］ 

○ ＤＶ被害者の移送も想定した広域連携の推進 

〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

○ 市町村におけるＤＶ防止基本計画の策定等支援 

〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 
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２ 数値目標 

 取組の効果が検証できるよう、数値目標を設定します。 

数値目標 策定時 目標値 

配偶者暴力相談支援センター又は女性相談支援員を設

置している市町村数 
５市町村 
（Ｒ６） 

10市町村 
（Ｒ12） 

女性相談支援センターが実施する、相談支援員等の資質を向 

上するための研修や交流会に参加した民間団体の参加者数 
39人 
(Ｒ６) 

100人 
（Ｒ12） 

デートＤＶ防止講座等を受講した児童・生徒等の数  
1,489人 
(Ｒ６) 

10,000人 
（Ｒ８～Ｒ12 累計） 

 
 

 



１３ 

 

 

 

 

 

  

 

 

保
護
命
令
の
申
立
て 

申立書の記載事項 
 

①今までに受けた暴力又は脅

迫の内容 

②更なる暴力又は脅迫により生

命又は心身に重大な危害を

受けるおそれが大きい理由 

③警察署・配偶者暴力相談支

援センターへの相談等の事

実 

※③の事実の記載がない場合

公証人面前宣誓供述書を

添付 

 援助 

暴力の抑止 

被害発生防止のために
必要な措置・援助 

被害者の保護 

地裁の請求に 
基づく 
書面提出等 

通知 

 
保護

命令 
 

 発令 

 
発令要件 
 

さらなる暴力により生命・身体に 
重大な危害を受けるおそれが大 
（心も対象） 

加害者 
 

申立人の配偶者・ 

元配偶者 

（事実婚を含む） 

保護命令違反に 

対する罰則 
２年以下の拘禁刑また

は 200万円以下の罰

金 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法） 

フローチャート 

相談 

カウンセリング 

緊急時の安全確保・一時保護 
一定の基準を満たす者 
＜民間シェルターなど＞ 

自立支援のための情報提供等 

保護命令制度の利用に係る情報提供等 

シェルター利用についての情報提供等 

・相談業務 
・同行支援 
・シェルター運営 
・自立支援金支給 
・広報・啓発 等 

＜自立支援等＞ 
・母子生活支援施設への入所 
・保育所への入所 
・生活保護の対応 
・児童扶養手当の認定等 

岡山県内における配偶者暴力相談支援センター 

・岡山県女性相談支援センター 

・岡山市男女共同参画相談支援センター 

・倉敷市男女共同参画推進センター 

・津山配偶者暴力相談支援センター 

 保護  相談 

 連携 

 連携  連携 

地裁の請求に基づく書面提出等 

通知 

 

 

 
（医師等） 
 

情報提供努力義務 

① 発見した者による 
通報の努力義務 
 

② 医師等は通報できる 
 

(被害者の意思を尊重 
するよう努める） 

●接近禁止（１年） 

●子及び親族等への接近禁止（１年） 

●電話、メール等の禁止（１年） 

●住居からの退去・住居付近の 

はいかい禁止（２か月（場合により６か月）） 

地

方

裁

判

所 


